
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

【

公

安

委

員

会

】

○

岡

山

県

警

察

国

有

物

品

管

理

規

則

の

一

部

を

改

警

察

本

部

会

計

課

担

当

課

（

室

）

正

す

る

規

則

目

次

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

収

納

代

理

金

融

機

関

の

指

定

の

一

部

改

正

会

計

課

（

県

例

規

集

登

載

）

○

平

成

二

十

九

年

度

自

衛

官

第

六

次

募

集

（

自

衛

危

機

管

理

課

官

候

補

生

）

○

優

良

図

書

の

推

奨

男

女

共

同

参

画

青

少

年

課

○

有

害

図

書

の

指

定

〃

○

土

壌

汚

染

対

策

法

に

基

づ

く

形

質

変

更

時

要

届

環

境

管

理

課

出

区

域

の

指

定

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

健

康

推

進

課

○

精

神

通

院

医

療

を

担

当

す

る

医

療

機

関

の

指

定

〃

の

辞

退

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

長

寿

社

会

課

【

公

告

】

○

落

札

者

等

の

決

定

畜

産

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

公

共

施

設

に

係

る

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

の

〃

完

了 岡

山

県

公

報

平成２９年１２月１２日 第１１９４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

平
成
二
年
岡
山
県
告
示
第
二
百
号
（
収
納
代
理
金
融
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

表
中
「
信
用
組
合
岡
山
商
銀
」
を
「
横
浜
幸
銀
信
用
組
合
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２９年１２月１２日　岡山県公報　第１１９４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

防
衛
省
に
お
い
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
う
ち
自
衛
官
候
補
生
の
平
成
二
十
九
年
度
募
集
の
要
領
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

採
用
自
衛
官
の
区
分

自
衛
官
候
補
生
（
男
子
に
限
る

）
。

二

応
募
資
格

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
で
、
か
つ
、

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に

該
当
し
な
い
も
の

三

受
付
期
間

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
八
日
ま
で

四

採
用
試
験
種
目

１

筆
記
試
験

２

口
述
試
験

３

適
性
検
査

４

身
体
検
査

五

志
願
票
の
請
求
及
び
提
出
先

市
役
所
若
し
く
は
町
村
役
場
又
は
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
、
同
本
部
出
張
所
、
同
本
部
地
域

事
務
所
若
し
く
は
同
本
部
募
集
案
内
所

六

採
用
試
験
期
日

平
成
三
十
年
二
月
十
二
日

七

試
験
場

１

岡
山
第
二
合
同
庁
舎
（
岡
山
市
北
区
下
石
井
）

２

陸
上
自
衛
隊
三
軒
屋
駐
屯
地
（
岡
山
市
北
区
宿
）

八

採
用
予
定
時
期

平
成
三
十
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で
の
間

九

そ
の
他

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
若
し
く
は
町
村
役
場
又
は
次
に
掲
げ
る
自
衛
隊
岡
山
地
方
協

平成２９年１２月１２日　岡山県公報　第１１９４８号



力
本
部
、
同
本
部
出
張
所
、
同
本
部
地
域
事
務
所
若
し
く
は
同
本
部
募
集
案
内
所
に
問
い
合
わ
せ
る

こ
と
。

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部

〇
八
六

二
二
六

〇
三
六
一

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
津
山
出
張
所

〇
八
六
八

二
二

五
六
三
七

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
倉
敷
地
域
事
務
所

〇
八
六

四
二
二

七
三
五
八

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
高
梁
地
域
事
務
所

〇
八
六
六

二
二

二
三
一
四

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
岡
山
募
集
案
内
所

〇
八
六

二
二
四

二
八
二
四

－
－

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
p
c
o
/
o
k
a
y
a
m
a
/

平成２９年１２月１２日　岡山県公報　第１１９４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

。

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号

第
七
条
の
規
定
に
よ
り

青
少
年
の
健
全
な
育
成
の
た
め
特
に
有
益
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
推
奨
す
る

）
（

、

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

番
号

図
書

名
著

者
発

行
所

対
象

１
て

を
つ

な
ぐ

鈴
木

ま
も

る
作

・
絵

金
の

星
社

幼
児

２
だ

い
ぶ

つ
さ

ま
の

う
ん

ど
う

か
い

苅
田

澄
子

文
ア

リ
ス

館
〃

中
川

学
絵

３
と

う
ふ

や
の

か
ん

こ
ち

ゃ
ん

吉
田

道
子

文
福

音
館

書
店

小
学

生
（

低
）

小
林

系
絵

４
サ

バ
と

ば
あ

ば
と

き
た

か
ぜ

と
か

ん
ざ

き
や

え
こ

文
文

芸
社

〃
（

低
）

山
口

け
い

子
絵

５
子

ど
も

の
ぎ

も
ん

事
典

こ
ん

な
と

き
、

ど
う

す
る

？
諸

富
祥

彦
監

修
金

の
星

社
〃

（
中

）

今
泉

忠
明

監
修

国
崎

信
江

監
修

６
は

た
ら

く
長

倉
洋

海
文

・
写

真
ア

リ
ス

館
〃

（
中

）

７
カ

レ
ー

の
教

科
書

石
倉

ヒ
ロ

ユ
キ

編
集

岩
崎

書
店

〃
（

高
）

シ
ャ

ン
カ

ー
ル

・
ノ

グ
チ

監
修

８
さ

よ
な

ら
、

ス
パ

イ
ダ

ー
マ

ン
ア

ナ
ベ

ル
・

ピ
ッ

チ
ャ

ー
著

偕
成

社
中

学
生

中
野

怜
奈

訳

９
咸

臨
丸

に
か

け
た

夢
幕

末
の

数
学

者
・

小
野

友
五

郎
の

挑
戦

鳴
海

風
作

く
も

ん
出

版
〃

関
屋

敏
隆

画

平成２９年１２月１２日　岡山県公報　第１１９４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

岡
山
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例

昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
条
例
第
二
十
九
号

第
十
条
第
一
項
の
規

）
（

定
に
よ
り

青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
図
書
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

、

。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番
号

種
別

名
称

発
行

者
等

１
雑

誌
最

新
版

流
出

封
印

映
像

Ｍ
Ａ

Ｘ
ダ

イ
ア

プ
レ

ス

Ｖ
Ｏ

Ｌ
．

７

２
月

刊
誌

実
話

ナ
ッ

ク
ル

ズ
１

２
月

号
ミ

リ
オ

ン
出

版

３
〃

実
話

ド
キ

ュ
メ

ン
ト

１
２

月
号

ジ
ェ

イ
ズ

・
恵

文
社

４
〃

Ｃ
ｈ


ｒ
ｉ

＋
（

シ
ェ

リ
プ

ラ
ス

）
新

書
館

１
１

月
号

５
〃

恋
愛

天
国

（
パ

ラ
ダ

イ
ス

）
１

月
号

竹
書

房

平成２９年１２月１２日　岡山県公報　第１１９４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係

る
土
地
の
区
域
に
つ
い
て
、
同
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す
る
区
域
（
以
下

「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う

）
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

。

な
お
、
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
台
帳
は
、
岡
山
県
環
境
文
化
部
環
境
管
理
課
に
お
い
て
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
指
定
す
る
区
域

備
前
市
浦
伊
部
字
沖
一
一
六
四
番
八
の
一
部
、
一
一
六
七
番
三
の
一
部
、
備
前
市
浦
伊
部
字
杓
子

山
一
一
七
一
番
四
の
一
部
、
一
一
七
五
番
一
の
一
部

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基

準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

備
考

１

指
定
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の
詳
細
は
、
省
略
し
、
当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
の

台
帳
の
縦
覧
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
。

２

一
に
掲
げ
る
区
域
は
、
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
八
日
に
お
け
る
行
政
区
域
そ
の
他
の
区
域

に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

平成２９年１２月１２日　岡山県公報　第１１９４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関
を
次
の
と
お
り
指

定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

医
療
法
人
賀
新
会
プ
ラ
イ
ム
ホ
ス
ピ
タ
ル
玉
島

倉
敷
市
玉
島
七
五
〇

一

平
成
二
十
九
年
十
一
月
一
日

－

平成２９年１２月１２日　岡山県公報　第１１９４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
十
九
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
次
の
精
神
通
院
医
療
を
担
当
す
る
医
療
機
関

に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
二
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

指
定
を
辞
退
し
た
医
療
機
関

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

医
療
法
人
賀
新
会
玉
島
第
一
病
院

倉
敷
市
玉
島
一
三
三
四

一

平
成
二
十
九
年
十
月
三
十
一
日

－

平成２９年１２月１２日　岡山県公報　第１１９４８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

短
期
入
所
生
活
介
護
施
設
高
瀬
Ⅱ

２

所
在
地

岡
山
県
真
庭
市
中
島
三
八
〇
番
地
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
恵
神
会

２

所
在
地

岡
山
県
真
庭
市
中
島
三
八
〇
番
地
一

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
四
〇
一
二
六
八

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
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〔
五
二
一
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

借
入
件
名
及
び
数
量

岡
山
県
営
食
肉
地
方
卸
売
市
場
基
幹
処
理
棟
せ
り
シ
ス
テ
ム
機
器
等

一
式

二

借
入
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
営
食
肉
地
方
卸
売
市
場
総
務
課

岡
山
市
中
区
桜
橋
一
丁
目
二
番
四
三
号

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
十
日

五

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

東
京
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
練
塀
町
三
番
地

六

落
札
金
額

一
月
当
た
り
七
三
〇
、
四
〇
四
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
五
四
、
一
〇
四
円
）

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

八

入
札
公
告
日

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
日
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〔
五
二
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
清
音
軽
部
字
仁
後
一
一
二
〇

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
花
尻
き
き
ょ
う
町
九

一
一
二
ソ
レ
ア
ー
ド
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｉ
Ⅱ
三
〇
五

－

安
武

将
広

安
武

容
子

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
五
五
号
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〔
五
二
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
門
田
字
樋
口
三
二
八

一
、
三
二
八

一
四
、
三
三
一

一

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

倉
敷
市
真
備
町
辻
田
五
七
三

七
－

有
限
会
社
エ
ス
テ
ー
ト
七
福

代
表
取
締
役

福
島

純
一

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
五
六
号
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〔
五
二
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
う
ち
、
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
門
田
字
樋
口
三
二
八

一
、
三
二
八

一
四
、
三
三
一

一

－
－

－

二

公
共
施
設
の
種
類

道
路
、
下
水
道

三

位
置
及
び
区
域

開
発
登
録
簿
記
載
の
と
お
り
（
開
発
登
録
簿
は
、
岡
山
県
土
木
部
都
市
局
建
築
指
導
課
に
お
い
て

閲
覧
に
供
す
る

）
。

四

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

倉
敷
市
真
備
町
辻
田
五
七
三

七

－

有
限
会
社
エ
ス
テ
ー
ト
七
福

代
表
取
締
役

福
島

純
一

五

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
五
六
号
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号

岡
山
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
二
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
二
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

代
行
機
関
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
は
、
警
察
本
部
長
が
別
に
定
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
物
品
不
用
決
定
書
」
を
「
供
用
不
適
品
報
告
書
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
備
品
」
を
「
重
要
物
品
及
び
備
品
」
に

「
第
二
十
二
条
」
を
「
第
二
十
一

、

条
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
を
削
り
、
第
十
九
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
二
十
条
中
「
様
式
第
十
五
号
」
を
「
様
式
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
様
式
第
十
五
号
の
二
」
を
「
様
式
第
十
五
号
」
に

「
毎
四
半
期
経
過
後

、

二
十
日
以
内
に
」
を
「
速
や
か
に
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

第
二
十
二
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
記
名
押
印
し
、
当
該
引
継
書
を
」
を
「
記
名
押
印
し
た
上
で

」
に

「
に
添
付

、

、

し
て
、
後
任
」
を
「
を
後
任
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
中
「

2
2

」
を
「

2
1

」
に

「

」
を
「

」
第

条
第

条
備

品
重

要
物

品
・

備
品

、

に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（第９条関係）様式第１号

第 号

年 月 日

警 察 本 部 長 物品出納員 次 長 課 長 補 佐 係 員

物品供用員 次 長 課 長 補 佐 係 員 課 署 等 名

物 品 保 管 委 託 書

次のとおり保管委託をしてよろしいか。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 数 量 保 管 委 託 先

１ 所在地

２ 保管委託先

保管委託期間 保管委託理由
自 年 月 日
至 年 月 日

保管委託条件

物 品 出 納 簿 登 記 済 物 品 供 用 簿 登 記 済

年 月 日 ㊞ 年 月 日 ㊞

備考 決裁欄は，適宜変更することができる。
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（第10条関係）様式第２号

第 号

年 月 日

警 察 本 部 長 物 品 出 納 員 次 長 課 長 補 佐 係 員

供 用 不 適 品 報 告 書

報告する。
次のとおり供用不適品を返還してよろしいか。

返還を命じる。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 数 量 価 格 摘 要

返還の理由

物品の現況

備考 決裁欄は，適宜変更することができる。
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（第10条関係）様式第３号

第 号

年 月 日

警 察 本 部 長 物品出納員 次 長 課 長 補 佐 係 員

物品供用員 次 長 課 長 補 佐 係 員 課 署 等 名

物 品 修 繕（改 造）書

報告する。
次のとおり修繕（改造）をしてよろしいか。

要する。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 数 量 所 要 時 期 摘 要

修繕（改造）理由 修繕（改造）条件

修繕（改造）内容

備考 決裁欄は，適宜変更することができる。
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（第11条関係）様式第４号

第 号

年 月 日

警 察 本 部 長 物品出納員 次 長 課 長 補 佐 係 員

物品供用員 次 長 課 長 補 佐 係 員 課 署 等 名

物 品 供 用 書

請求する。
次のとおり供用をしてよろしいか。

命じる。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 単 位 数 量 備 考

物 使用目的
品
出
納 年
簿
登 月
記
済 日

㊞

備考 決裁欄は，適宜変更することができる。
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（第11条関係）様式第５号

第 号

年 月 日

物 品 供 用 員 次 長 課 長 補 佐 係 員

物 品 供 用 通 知 書

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 単 位 数 量 備 考

上記のとおり，供用物品を交付するから受領されたい。

物
品 年 月 日
供
用
簿 岡山県警察本部長
登 年
記
済 月 物品供用員

日
殿

㊞

備考 決裁欄は，適宜変更することができる。
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様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（第14条関係）様式第８号

第 号

年 月 日

警 察 本 部 長 物品出納員 次 長 課 長 補 佐 係 員

物品供用員 次 長 課 長 補 佐 係 員 課 署 等 名

物 品 返 納 書

報告する。
次のとおり返納をさせてよろしいか。

命じる。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 単 位 数 量 摘 要

返納理由
物
品
出
納
簿 年
登
記 月 物品の現況
済

日

㊞

備考 決裁欄は，適宜変更することができる。
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様
式
第
十
号
か
ら
様
式
第
十
二
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（第15条関係）様式第10号

第 号

年 月 日

警 察 本 部 長 物品出納員 次 長 課 長 補 佐 係 員

物品供用員 次 長 課 長 補 佐 係 員 課 署 等 名

物 品 供 用 換 書

次のとおり供用換えを（請求）する。

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 単 位 数 量 供用換払課署等名 供用換受課署等名

物 供用換えの理由
品
出
納 年
簿
登 月
記
済 日

㊞

備考 決裁欄は，適宜変更することができる。
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（第15条関係）様式第11号

第 号

年 月 日

物 品 供 用 員 次 長 課 長 補 佐 係 員

物 品 供 用 換 通 知 書（甲）

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 単 位 数 量 備 考

上記物品を へ直接引き渡されたい。

物
品 年 月 日
供
用
簿 岡山県警察本部長
登 年
記
済 月 物品供用員

日
殿

㊞

備考 決裁欄は，適宜変更することができる。
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（第15条関係）様式第12号

第 号

年 月 日

物 品 供 用 員 次 長 課 長 補 佐 係 員

物 品 供 用 換 通 知 書（乙）

分 類 Ⅰ 分 類 Ⅱ 細 分 類

品 目 規 格 単 位 数 量 備 考

上記物品を から直接受領されたい。

物
品 年 月 日
供
用
簿 岡山県警察本部長
登 年
記
済 月 物品供用員

日
殿

㊞

備考 決裁欄は，適宜変更することができる。
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様
式
第
十
四
号
を
削
る
。

様
式
第
十
五
号
中
「

2
0

」
を
「

1
9

」
に

「

1
9

」
を
「

1
8

」
に

第
条

第
条

第
条

第
１

項
第

条
第

１
項

、

改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
四
号
と
す
る
。

様
式
第
十
五
号
の
二
中
「

2
1

」
を
「

2
0

」
に
改
め

「

」
及

第
条

関
係

第
条

関
係

第
号

、

び
「

」
を
削
り

「

2
1

」
を
「

2
0

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式

物
品

管
理

官
第

条
第

２
項

第
条

第
２

項

、

第
十
五
号
と
す
る
。

様
式
第
十
六
号
中
「

2
3

」
を
「

2
2

」
に
改
め
る
。

第
条

第
条

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
警
察
国
有
物
品
管
理
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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